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総合計画とは

計画の構成と期間

●総合計画は、総合的かつ計画的な市政経営を進めるための本市の最上位計画です。
●「基本構想」「基本計画」「実施計画」の3つで構成します。

●３年間の実施計画を起点とするマネジ
メントサイクルを確立し、社会経済
情勢の変化や国の制度改正などに対
応するため、行政評価を活用したロー
リング方式により、実施計画を毎年
度見直しします。

●実施計画の策定（Plan）から始まり、
事業を執行し（Do）、行政評価を核と
して分析（Check）及び改革・改善を
図り（Action）、新たな実施計画の策
定に反映します。

●総合計画の着実な推進を図るため、安定した財政基盤を確立し、限られた経営資源を効果的かつ効率的に活用
した持続的な市政経営を行います。
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基本構想

計画の進行管理

1
安心・安全で
快適に
暮らせるまち

2
生きがいを持って
健康・長寿に
暮らせるまち

まちづくりの基本政策 ＜施　策＞
【関連するSDGs】

施策の展開方向 まちづくりの基本政策 ＜施　策＞
【関連するSDGs】

施策の展開方向

3
良質な
住環境のなかで
暮らせるまち

4 賑わいと
魅力のあるまち

5
誰もが
自分らしく
暮らせるまち

6
子どもを
みんなで
育むまち

計画を推進
するために

１ 防災

２ 消防・救急

３ 交通安全・防犯・消費生活

４ 地域コミュニティ・市民協働

１ 健康・医療

２ 生涯学習

３ 文化芸術・歴史

４ スポーツ  １　スポーツ活動の促進

 ２　スポーツ環境の整備

 ２　優れた文化芸術に親しめる機会の充実

 ３　歴史的文化的遺産の保存・活用

 ２　生涯学習の環境整備

 １　市民主体の文化芸術活動の促進

 ３　地域医療体制や健康危機管理体制づくり

 １　多様な生涯学習機会の充実

 １　ライフステージに応じた市民の健康づくり

 ２　疾病の早期発見

 ２　地域コミュニティとの協働・連携

 １　交通安全対策の充実

 ２　防犯対策の充実

 ３　消費生活センターの充実

 １　地域コミュニティの活性化

 ３　建築物の耐震化の促進

 １　消防体制の強化

 ２　救急救助体制の強化

 ３　消防・救急意識の向上

 １　自助・共助・公助が一体となった地域防災力の強化

 ２　災害に強い危機管理体制の整備

４ 河川・排水

３ 道路

２ 市街地整備・景観

１ みどり・生物多様性

８ 生活環境

６ 交通

７ 住宅

５ 上下水道

 ２　一般廃棄物の適正処理

９ 廃棄物  １　ごみの減量化・資源化の推進

 ２　空き家対策の推進

 １　地球温暖化対策の推進
 ２　生活環境の保全

 ２　計画的な下水道事業の推進

 １　広域交通ネットワークの充実
 ２　地域公共交通ネットワークの充実

 １　住生活の安定と向上

 １　安全な水道水の安定供給

 ２　安全で快適な道路環境の確保

 １　雨水排水施設の整備

 ２　河川環境の整備

 ２　市街地のまちづくり

 ３　景観形成の促進

 １　円滑に移動できる道路整備

 ３　生物多様性の保全・回復

 １　つくばエクスプレス沿線整備の促進

 １　みどりの保全

 ２　みどりの創出

１ 地域経済

２ 農業

３ ツーリズム

１ 高齢者福祉

２ 障害福祉

３ 地域福祉

４ 共生社会

１ 子ども・子育て

1　財政運営

 １　子どもを産み育てやすい環境づくり

 1　財源の確保

5　マーケティング  1　ブランドづくり

 2　安定性・継続性の確保

2　資産活用  1　施設の機能の維持・向上

 2　施設運営の効率化

 3　ファシリティマネジメントの推進

3　組織・人材  1　効率的な組織の構築

 2　良質な行政サービスを創り出す人材の育成

 3　人材の確保・育成

 4　働きやすい職場環境の充実

4　行政経営  1　効果的・効率的な行政サービスの提供

 2　行政サービスの品質の向上

 3　市政への市民参画の促進

 4　多様な主体との協働によるまちづくり

 5　広聴・広報活動の充実

 6　広域行政の充実

 ２　保育サービスの充実

 ２　教育環境の整備
 ３　児童・生徒の安全確保と健康増進

 ３　学童クラブの充実
 ４　養育環境への配慮
 ５　青少年の健全育成の促進

２ 学校教育  １　確かな学力の育成

 ２　地域ぐるみ支え合い体制づくり

 ３　介護体制づくり

 １　障害福祉サービスの充実

 ２　自立と社会参加の促進
 １　地域福祉の推進
 ２　生活困窮者支援
 １　人権尊重・男女共同参画の社会づくり
 ２　多文化共生社会づくり
 ３　平和施策の推進

 １　魅力ある事業者の育成・誘致

 ２　就労の支援

 １　農業経営改善の充実

 ２　農業への理解の促進

 １　地域資源を活かしたツーリズムの振興

 ２　来訪者の受入体制の充実

 １　多様な生きがいづくり

基本構想

基本計画

実施計画
（3カ年計画で毎年ローリング方式）

（令和2年度~11年度）

基本構想

基本計画

実施計画

本市の将来的なビジョンとして「目指すまちのイメー
ジ」を示し、それを実現するための「まちづくりの基本
理念」と「まちづくりの基本政策」を定めるものです。

基本構想に示す「目指すまちのイメージ」の実現に
向けて、「まちづくりの基本政策」に基づき、「施策」
を体系別に整理するものです。

基本計画で定めた「施策」を推進するための
具体的な事業を定めるものです。

⇒1P

⇒2～4P

※基本計画の見直しの際、
　基本構想も見直しします。

施策の目的を達成するための事業計
画を策定し、その実現のために予算
を編成し人員を配置する

Check（分析・評価）

計画に基づき、経営資源（財源や人
材など）を投じ、業務をマネジメン
トしながら事業を実施する

事業実施後に、行政評価を活用し、
その活動内容及び成果について分析
を行い、課題を明らかにする

行政評価などにより得られた情報を
もとに、改革・改善を図る

Plan（計画策定）

Action（改革・改善） Do（実施）

安心・安全で快適に
暮らせるまち

生きがいを持って健康・
長寿に暮らせるまち

良質な住環境のなかで
暮らせるまち

賑わいと魅力のあるまち

誰もが自分らしく
暮らせるまち

子どもをみんなで
育むまち

目指すまちのイメージ まちづくりの基本政策

まちづくりの基本理念 市政経営の基本方針

市民の知恵と力が
　　　　　活きるまちづくり

市民が誇りと歓びを
　　　　　持てるまちづくり

市民・都市・コミュニティが
　　　　　健康なまちづくり

健全な財政運営

効果的な資産活用

機能的な組織と人材育成

生産性の向上と新たな付加価値の創造

知恵
力

誇り
歓び

健康
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1
安心・安全で
快適に
暮らせるまち

2
生きがいを持って
健康・長寿に
暮らせるまち

まちづくりの基本政策 施　策
【関連するSDGs】

施策の展開方向 まちづくりの基本政策

SDGsの推進

施　策
【関連するSDGs】

施策の展開方向

3
良質な
住環境のなかで
暮らせるまち

4 賑わいと
魅力のあるまち

5
誰もが
自分らしく
暮らせるまち

6
子どもを
みんなで
育むまち

１ 防災

２ 消防・救急

３ 交通安全・防犯・消費生活

４ 地域コミュニティ・市民協働

１ 健康・医療

２ 生涯学習

３ 文化芸術・歴史

４ スポーツ  １　スポーツ活動の促進
 ２　スポーツ環境の整備

 ２　優れた文化芸術に親しめる機会の充実
 ３　歴史的文化的遺産の保存・活用

 ２　生涯学習の環境整備

 １　市民主体の文化芸術活動の促進

 ３　地域医療体制や健康危機管理体制づくり
 １　多様な生涯学習機会の充実

 １　ライフステージに応じた市民の健康づくり
 ２　疾病の早期発見

 ２　地域コミュニティとの協働・連携

 １　交通安全対策の充実
 ２　防犯対策の充実
 ３　消費生活センターの充実
 １　地域コミュニティの活性化

 ３　建築物の耐震化の促進
 １　消防体制の強化
 ２　救急救助体制の強化
 ３　消防・救急意識の向上

 １　自助・共助・公助が一体となった地域防災力の強化
 ２　災害に強い危機管理体制の整備

４ 河川・排水

３ 道路

２ 市街地整備・景観

１みどり・生物多様性

８ 生活環境

６ 交通

７ 住宅

５ 上下水道

 ２　一般廃棄物の適正処理
９ 廃棄物  １　ごみの減量化・資源化の推進

 ２　空き家対策の推進

 １　地球温暖化対策の推進
 ２　生活環境の保全

 ２　計画的な下水道事業の推進

 １　広域交通ネットワークの充実
 ２　地域公共交通ネットワークの充実

 １　住生活の安定と向上

 １　安全な水道水の安定供給

 ２　安全で快適な道路環境の確保

 １　雨水排水施設の整備
 ２　河川環境の整備

 ２　市街地のまちづくり
 ３　景観形成の促進
 １　円滑に移動できる道路整備

 ３　生物多様性の保全・回復
 １　つくばエクスプレス沿線整備の促進

 １　みどりの保全
 ２　みどりの創出

１ 地域経済

２ 農業

３ ツーリズム

１ 高齢者福祉

２ 障害福祉

３ 地域福祉

４ 共生社会

１ 子ども・子育て  １　子どもを産み育てやすい環境づくり
 ２　保育サービスの充実

 ２　教育環境の整備
 ３　児童・生徒の安全確保と健康増進

 ３　学童クラブの充実
 ４　養育環境への配慮
 ５　青少年の健全育成の促進

２ 学校教育  １　確かな学力の育成

 ２　地域ぐるみ支え合い体制づくり
 ３　介護体制づくり
 １　障害福祉サービスの充実
 ２　自立と社会参加の促進

 １　地域福祉の推進
 ２　生活困窮者支援

 １　人権尊重・男女共同参画の社会づくり
 ２　多文化共生社会づくり
 ３　平和施策の推進

 １　魅力ある事業者の育成・誘致
 ２　就労の支援

 １　農業経営改善の充実
 ２　農業への理解の促進

 １　地域資源を活かしたツーリズムの振興
 ２　来訪者の受入体制の充実

 １　多様な生きがいづくり

　「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」（以下「SDGs」という。）とは、平成27（2015）年9月の国連
サミットにおいて採択された令和12（2030）年を期限とする、先進国を含めた国際社会全体の開発目標であり、持続可能な
世界を実現するための17の目標と169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
　これを受け、我が国では、平成28（2016）年5月、政府内に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」により、同
年12月に「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」が決定されています。同指針では、各地方自治体に、各種計画や戦略、方
針の策定や改訂にあたってはSDGsの要素を最大限
反映することが奨励されています。
　総合計画が目指す「都心から一番近い森のまち」や
基本理念の1つである「市民・都市・コミュニティが健
康なまちづくり」、さらには6つのまちづくりの基本政
策は、SDGsと重なるものであり、総合計画を推進す
ることは、SDGsの達成に寄与するものと考えます。
　そこで、総合計画では、各施策がSDGsの主にどの
目標に関連しているかを整理し、総合計画とSDGsの
関連性を明確にしています。

施策体系基本計画
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